
第７回議会向上会議 協議概要 

 

１ 日 時 平成 30年 11月 1日（木） 

午前 10時 59分から午前 11時 50分まで 

 

２ 会 場 議会棟３階 第２委員会室 

 

３ 出席者 （委 員）小松﨑委員長、村尾副委員長、 

麻生委員、阿部委員、岩井委員、植草委員、小川委員、 

近藤委員、白鳥委員、中村委員、福永委員、森山委員、

山本委員 

      （オブザーバー）松井議員 

      （事務局）鎌田事務局長 他 9人 

 

４ 傍聴者 （一般傍聴者）2人 

 

５ 協議事項及び協議結果 

（１）議会のＩＣＴ化について 

   事務局より、６月に実施した「タブレット端末導入にあたっての携帯電

話等の利用状況調べ」の集計結果を報告した後、タブレット端末導入にあ

たっての確認・協議事項について説明した。 

意見聴取の結果、これまで議会事務局から議員へ、郵送やＦＡＸ等で送付

していた各種会議等の通知類について、全議員に周知後、電子メールで配信

することとなった。 

タブレット端末導入後の運用ルールについては、骨子案を会派に持ち帰り、

次回協議することとした。 

なお、現在、全議員に配付している冊子のうち、全議員に配付する必要の

ない冊子もあるのではないかとのことで、各会派でタブレット端末導入前に

削減できる冊子があるか、どうしても必要な冊子があるかどうかを伺うため、

調査票「削減可能な冊子について」を配付し、事務局が回収することとした。 

＜主な意見等＞ 

   ・ タブレット導入前においても、情報提供が始まっていった時には、

議場内のＰＣ持ち込みも併せて考えていかなければいけない。 

   ・ 導入して始めないとものが進まない。計画的、段階的に進めていけ

ばいい。 



（２）議会の会期早期決定について 

   今後の協議を進めていくため、第３回定例会で試行実施した一般質問の 

  ５日間制の検証資料を配付した。 

   次回の会議においては、一般質問の開催日数、代表質問・質疑、一般質 

問のあり方等について、引き続き、協議することとなった。 

 また、会期早期決定の試行制度について、次回以降の会議で一定の結論 

を出していくこととなった。 

＜主な意見等＞ 

   ・ 一般質問の５日間制を今後も継続してもらいたい。 

   ・ 一般質問を４日間で実施してほしいという声も依然としてある。 

・ 一般質問における個人持ち時間制を検討してもらいたい。 

   ・ 一般質問における会派持ち時間を堅持してもらいたい。 

 

（３）その他 

   次回の会議は、11月 30日（金）に開催 


